
公共施設包括管理業務について 

１．施設類型毎の業務内容 

対象はクリーンセンターや上水道施設、低層の住宅を除く、床面積 100㎡以上の施設 

 ○：対象業務  ×：対象外 

施設 施設数 保守管理 修繕 保全工事、巡回点検 

草津市役所、さわやか保健センター等 4 ○ ○ ○ 

小中学校、幼稚園、保育園、こども園 33 ○ ○ ○ 

市営住宅 11 ○ × ○ 

消防分団 8 × ○ ○ 

図書館、給食センター、教育研究所等 16 ○ ○ ○ 

指定管理：まちづくりセンター、のびっ子等 61 × × ○ 

  133 64施設※ 61施設 133施設 

※市が直接発注している指定管理施設の保守管理も包括業務の対象とする。これを含めた保守管理の対象施

設は８９施設。 

 

２．事業費 

・包括管理業務導入支援業務の事業費 契約額：１１，５５０千円、契約期間Ｒ４．４．１９～Ｒ５．１０．１０ 

・包括管理業務の事業費 １，６２１，０００千円 （業務内容の精査により、債務負担行為上限予算額の 

１，６２８，０００千円から減少。現在、施設所管課に保守管理業務の最終確認中。） 

 

 

３．事業スケジュール 

 

年度
保守管理業務

（庁舎）
保守管理業務
（庁舎以外）

修繕費 保全工事費 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費 合計

R5 113 6 15 0 29 163

R6 114 56 31 51 58 310

R7 117 61 31 51 58 318

R8 119 67 31 51 58 326

R9 122 66 31 51 58 328

R10 62 44 15 26 29 176

合計 647 300 154 230 290 1,621

事業費内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

４-６ ７-９ １０-１２ １-３ ４-６ ７-９ １０-１２ ４-６ ７-９ １０-１２

支援業務（コンサル）期間

プロポーザル公募実施
包括管理業務事業者決定

包括管理業務委託期間

　（庁舎）

　（庁舎含む全施設）

包括管理業務の契約

Ｒ１０Ｒ４ Ｒ５

契約

基本契約 年度契約

（庁舎総合管理）

中

略

年度契約変更 (庁舎総合管理以外

の包括管理を含めるため)

【報１－１】 



公共施設包括管理業務について                         

 

業務の概要 

（１）保守管理業務を包括管理受託事業者に一括発注    

例）消防設備点検、昇降機保守点検、空調機械設備保守点検など  

   

効果：高品質な管理を全施設同一水準で実施、人的資源の効率化 

      

      

 

（２）窓ガラスの破損など日常的に発生する、１件あたり１３０万円未満の修繕を、包括管理受託事者に一

括発注する。 

 

効果：人的資源の効率化、修繕の迅速な発注 

              

 

 

        

 

 

 

 

（３）１件あたり１，０００万円未満の保全工事（計画的に実施する長寿命化工事）の一部を、包括管理受託

事業者に一括発注する。 

 

  効果：保全工事の設計委託費と監理委託費が不要 

 

 

（４）巡回点検業務を包括管理受託事業者に一括発注 

施設の目視等による点検を行い、不具合を把握 

 

効果：人的資源の効率化、修繕の迅速な発注 

包括管理受託事業者 総務課 

事業者 A 事業者 B 事業者 C 

③報告書の提出 

①再委託契約 

②業務執行 

施設Ａ 施設Ｂ 施設Ｃ 

各施設 各事業者 

①修繕依頼 

⑤修繕実施 

総務課 包括管理受託事業者 
③実施の確認 

④修繕発注 
②現場確認 

保守管理業務件数  

Ｒ５年度１４７件  Ｒ５年度は下期のみ実施する業務が対

象のため、Ｒ６年度は大幅に増える 

Ｒ６年度４０５件   

Ｒ７年度４２２件   

Ｒ８年度４３１件   

Ｒ９年度４３４件   

Ｒ１０年度３９９件   

修繕件数 ３１３件/年 

（依頼されたが修繕に至らないもの 

６５９件/年） 

保全工事件数 ２１件/年 

長期継続契約の業務が契約終了後に

包括対象となることにより増える 

Ｒ１０年度は下期のみ実施する業務は 

対象外のため業務数は減る 


